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新型コロナウイルス感染症等に伴う対応について

事業所等においてＰＣＲ検査を受検した場合、陽性・陰性問わず、愛知県及び大府市への

報告様式での報告が必要となります。

【報告を必要とする事態】

１.施設利用者もしくは施設職員（パート職員等含む）がＰＣＲ検査を受検する場合

２．１のＰＣＲ検査結果が判明した場合（陽性・陰性問わず）
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新型コロナウイルス感染症等に伴う対応について

【報告の方法】

愛知県への報告様式と併せて、市ウェブサイト掲載の

報告様式をＥメール（kourei-shougai@city.obu.lg.jp）もしくは

ＦＡＸ（0562-47-3150）で行ってください。

※愛知県および大府市それぞれに報告が必要となります。
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新型コロナウイルス感染症等に伴う対応について

【提出先】

愛知県様式 大府市様式

●愛知県⇒愛知県様式

●大府市⇒

愛知県様式

及び

大府市様式

【報告様式】
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（参考）

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつ
いて」（令和２年２月１７日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）等

新型コロナウイルス感染症等に伴う対応について

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応により、一時的に人員基準を満たすことがで

きなくなる場合について、減算措置を適用しないことが可能です。また、基準以上の人員配

置や有資格者等の配置により算定可能となる加算についても算定することが可能です。

※新型コロナウイルス感染症等に伴う臨時的対応のため、原則、人員基準を下回ることのないよう配慮し、利用者に対し適

切なサービスを提供してください。また、その際の状況等についても詳細に記録いただきますようお願いします。
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新型コロナウイルス感染症等に伴う対応について

【在宅支援の流れ】

① 高齢障がい支援課へ対象者の状況等を連絡（相談）する。

※必ず事前相談が必要となります。（やむを得ない場合を除き事後報告は認めません。）。

② 在宅支援対象者の名簿（任意様式※）を高齢障がい支援課へ提出する。

※事業所番号、対象者氏名、生年月日、対象期間等を記載すること。

③ 市で適当と判断された場合、報酬算定が可能となります。
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令和６年度より義務化となります

【感染症対策の強化に係る取組みの義務化】

① 感染症対策委員会の定期開催及び結果の従業者周知徹底の義務化

② 指針の整備の義務化

③ 定期的な研修・訓練の実施の義務化

【業務継続に向けた取組みの義務化】

① 業務継続計画（BCP）の策定の義務化

② 定期的な研修・訓練の実施の義務化

③ 業務継続計画（BCP）の定期的な見直し
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